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史跡甲府城跡石垣維持管理業務特記仕様書 

 

第１条 適用範囲 

  １ この特記仕様書は、山梨県立考古博物館（以下、「甲」という）が、請負者（以下、「乙」という。）

に、委託する史跡甲府城跡石垣維持管理業務（甲府市丸の内地内）（以下、「本業務」という。）

に適用するものであり、本特記仕様書に明記なき一般事項は、共通仕様書によるものとする。 

  ２ 本特記仕様書は、共通仕様書を補完する。 

 

第２条 用語の定義 

  業務内容における用語の定義 

      「点検・調査」…現存する石垣の状況確認を行い、史跡構造物としての現状を把握し、健全

度等を評価判定のうえ、その記録を管理活用するために行う。作業は一次

点検、二次点検に分けて実施する。調査方法は、目視を基本とし、変状を

把握するため計測器を用いた計測を行う。 

      「補  修」…改修補修工事等を行った石垣に対して、表面剥離部分等の除去や詰石の締

固めなど日常的に行う作業をいう。文化財側では「維持管理」と呼称する。

尚、詰石交換等を行う補修は含まれない。 

      「改  修」…文化財石垣の傷み（崩壊、孕み出しなど変位変形等）に対して、解体調査

等のうえ旧石材を可能な限り原位置に戻すことを目的に行うもの。今回の

業務には含まれない。 

 

第３条 業務目的 

  本業務では、文化財である石垣の長期に渡る構造物の安定と、その状態を保存するため、必要とな 

 る点検調査及び一部修繕を行い、記録することにより、継続した維持管理を行うことを目的とする。 

 

第４条 業務内容 

１ 点検・調査 

    石垣の現状把握及び異常箇所の発見を目的として、一次・二次点検を行う。尚、点検方法・箇

所等の評価の詳細については、別途業務要領に定める。 

（１） 一次点検 

① 図１に示す史跡甲府城跡の「全石垣（３６６箇所）」（図２）について、業務要領に定められ

た外観目視を基本とする方法にて年１回行う。なお「全石垣」から階段や側溝、腰留壁的な

用途として構築された石垣を除いた石垣を「主要石垣（２３３箇所）」（図３）とし、別途３

回点検する。 

② 点検結果は帳票【様式１－１】に記録し、業務要領に定められた基準により評価を行う。「主

要石垣」の中で、城内の重要な位置にあり比較的に面積規模が大きく、顕著な劣化損傷や変

状の発生が見られる石垣を「重点看視石垣（４３箇所）」（図４）とし、これらについては帳

票【様式１-２】に記録する。 



2 

 

③ 定点観測による石垣の点検 

a.石垣に設置した１６０個の計測器（ゲージⅠ～Ⅳ型、傾斜計プレート）について、高所作業

車等を利用して、外観目視と同様に年１回計測する。また、「重点看視石垣（４３箇所）」に

ついては２５個の計測器について別途３回計測する。 

b.計測器の位置は配置図による（図５）。 

c.計測結果は、帳票【様式２～５】に記録し、業務要領に定められた基準により評価を行う。 

  (２)二次点検 

① 範囲を定めた石垣に対して近接目視及び打音検査を基本とする詳細点検を行い、石積み技能

者による石垣の変状箇所の位置や規模について変状度合いを確認し、その記録を保存する。 

②  点検は、梯子・ロープ足場・高所作業車を利用して年１回行う。 

③  二次点検結果は、帳票【様式６、７】に記録し、業務要領に定められた基準により評価を行

い、保存する。 

④ 点検箇所は、本丸南面石垣（H-59,H-60,H-61）の約５５０㎡とする。ただし、一次点検結

果により、点検箇所を変更することがある。 

⑤ 点検結果による合計点を踏まえ１安全、２経過要注意、３警戒の指標をもとに変状評価の段

階区分を行い、これに対し対策につなげる判定区分を行う。 

 

  ２ 補修 

（１）対象の石垣について、補修作業を実施し、その記録を保存する。 

（２）二次点検と同時に実施する。 

（３）作業範囲は、二次点検において、落石の危険のある変状項目の浮石及び剥離に対して締固

めと除却が必要と確認された箇所（約５５０㎡）である。ただし、一次点検結果により、

補修箇所を変更することがある。 

（４）補修作業は、梯子・ロープ足場・高所作業車を利用して実施する。 

（５）補修作業は、対象石垣に対して業務要領に定められた基準により下記の作業を行い、帳票

【様式８】に記録する。 

（６）築石の石材表面で風化・剥離し、崩落する可能性がある部分を取り除く。 

（７）詰石に動きが認められ、締固めで固定が可能な場合には、ハンマー等を用いて締め作業を

行う。 

※文化財石垣の崩壊や孕み出しなど変位変形等の傷みに対して、解体調査等のうえ旧石材

を可能な限り原位置に戻すことを目的に行う業務は含まない。 

（８）その他 

① 補修を行うにあたり、石垣は文化財として非常に重要であることから、城郭石垣修繕

工事の作業従事者は特殊石工以上の者とする。ただし、補助的な作業者で特殊石工以

上の者の指示により作業する場合はこの限りではない。また、作業従事者は、甲府城

跡における野面積み石垣の特性を十分に把握し熟練した者であること。  

② 特殊石工とは、国指定若しくは都道府県指定（山梨県以外も含む）の史跡文化財石   

垣修繕工事に従事した経験及び文化財石垣工に相当程度の技能を有し、主として石 

材の加工・補修・補強、石積みまたは石張り・詰め石、構造物表面のはつり仕上げの
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作業について主体的に工事を行う者をいう。 

③ 補修における不明な点については監督員と協議する。 

④ 除去した石材は、指定した場所に監督員立会のもと運搬集積すること。 

補修作業を行う場合は、監督員が常駐する。 

３ その他 

業務内容に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ決定する。 

 

第５条 管理技術者（現場代理人） 

管理技術者は、業務遂行にあたり、技術士またはこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは

シビルコンサルティングマネージャー（以下、「RCCM」という）の資格保持者であり、日本語が堪能でな

ければならない。 

なお、当石垣は、1590年代の近世初期に築城された国指定史跡の文化財石垣であることから、石材の

取り扱い、補修方法等についての調査・検討の実績を有する技術者を配置すること。 

管理技術者は常駐配置とする。 

RCCM…建設コンサルティング業務の管理技術者・照査技術者になるための資格であり、（一社）建設コ

ンサルタンツ協会が実施する民間資格である。 

 

第６条 照査技術者 

照査技術者は業務遂行にあたり、技術士またはこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは

RCCMの資格保持者であり、日本語が堪能でなければならない。 

 

 

第７条 点検・調査作業に従事する労務種別条件 

本業務の労働種別は、次のものを基本とする。 

技術士…技術士法に基づく国家資格保持者である。 

 これと同等の能力と経験を有する技術者…設計業務の経験を 20年以上有する技術者である。 

 

第８条 業務項目 

１ 計画準備 

業務計画書は、本特記仕様書の記載事項に注意し、契約締結後 15日以内に提出すること。 

２ 工程管理 

（１）維持管理業務については、十分な計画のもとに実施工程表を作成し、業務進捗管理（計画と

実施の対比及び出来形管理）を行う。 

（２）公園内は複数のイベントが実施されるので、イベントの開催に支障が出ないよう配慮し、必

要に応じて関係者との協議を行う。 

 

第９条 その他 

１ 各作業を行う際は、安全管理を十分に行うこと。また、仮囲い等を設置する場合には、事前に配

置図を提出する。 
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２ 公園内であり、多くの利用者が訪れることから、交通誘導員を必要に応じて配置する。 

３ 各作業において、現状変更許可・道路占用許可・道路使用許可が必要な場合、乙は必要な書類を

準備し甲に提出し、甲が申請を行う。 

４ 各作業において、公園使用許可等が必要な場合、乙が申請を行う。 

５ 点検結果について関係機関等協議のための資料を作成し、必要に応じて会議に出席する（年１回

程度）。 

６ 疑義が生じた場合は、監督員との協議により決定する。 

７ 業務を履行するにあたり、文化財保護法、都市公園法等の関連法令及び本県の定める条例、規則

などを遵守するとともに、設計成果においてもこれらに適合するものとすること。 

８ 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。業務委託契約が終了した後も、また同様とする。 

９ 契約の履行または不履行により県または第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠

償しなければならない。 

10 本業務で必要となる歴史資料について、甲は情報提供の協力を行う。ただし、貸与する資料につ

いては、取り扱いに十分注意するとともに、破損・紛失等の重大な過失が生じた場合は、乙がそ

の責任を負うものとする。 

11 その他、この仕様書に定めのない事項については、乙は甲と協議のうえ、決定するものとする。 

12 再委託体系図の作成及び提出 

  「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う公共工事からの暴力団排除」を目的として、乙は再委託を

おこなう場合には、金額・工種の如何にかかわらず、末端の再委託業者まで反映させた、「再委託

体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出する

ものとする。 

  提出した「再委託体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく

監督員へ提出するものとする。尚、提出は打合せ簿により提出すること。 

  また、本条項による「再委託体系図」の提出は、再委託届とは別事項であるので留意すること。 

 

第 10条 電子納品 

乙は、成果品を以下のとおり納品する。 

１ 成果品正・副 計２冊 

２ 成果品電子データ正・副 計２部 

 

第 11条 設計変更について 

１ 本特記仕様書に定めない事項については、「山梨県 設計業務等共通仕様書」によるものとする。

ただし、設計変更が必要となった場合は、速やかに監督員と協議すること。 

２ その他、業務内容について、疑義が生じた場合は、監督員との協議により決定する。 

 

第 12条 安全教育・訓練等 

１ 安全教育・訓練の項目 

本業務の実施に際し、現場に即した安全教育・訓練等について、原則として作業員全員の参加によ

り、１ヶ月あたり２時間以上の時間を割り当て、下記事項から２項目以上を選択し、安全教育・訓
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練等を実施する。 

（１）安全活動のビデオ等、視覚資料による安全教育 

（２）本業務内容の周知徹底 

（３）本業務における安全施工技術対策訓練 

（４）本業務において現場で想定される事故対策 

（５）その他、安全教育・訓練等として必要な事項 
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図１ 

図２ 
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図３ 

図４ 
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史跡甲府城跡石垣維持管理業務要領  

 

１ 経 緯 

 埋蔵文化財センターは、平成２年度から１６年度にかけて、県土整備部が実施した舞鶴城公園整備事

業に連動して県史跡(当時)甲府城跡（舞鶴城公園）における埋蔵文化財の調査および解体を伴う石垣の

改修工事を実施した。 

 平成１７年度から平成２６年度までは、公園利用者の安全を確保し、石垣の変位変形を抑止する目的

で、文化財調査と平行して築石の補強や、詰石及び裏栗石の崩落や流出を改善させる石垣補修工事を行

ってきた。 

 平成２７年度からは「史跡甲府城跡石垣維持管理計画」に基づき、本事業を継続している。 

 

２ 点検目的と方法 

 平成２年度以降、２５年にわたり石垣の整備を継続してきたが、依然として未修理の石垣があり、ま

た修理済みの石垣においても経年劣化による変状が見られるため、石垣の点検と補修を含む維持管理を

行うことにより、石垣の長寿命化を図る。また、史跡甲府城跡における石垣の特性や文化財としての本

質的価値を理解し、維持管理に反映させるための調査研究を行う。 

 

３ 一次点検 

史跡の管理においては、崩落や落石等による周辺施設や通行車両、歩行者等への直接的な被害を回避

することが重要であり、そのような大きな危険性を早期に察知するために変状の評価や危険度の判定が

必要となる。また、落書き等を含む石垣の毀損を定期的に把握することも石垣の状態を良好に維持し、

適切な管理を行うために必要である。 

石垣壁面全体の状況把握や顕著な変状の確認を目的として一次点検を実施する。 

 

（１）概要 

「全石垣」（３６６箇所）を対象に、外観目視による「変状発生の有無」（「直接的項目」）及び「立地

条件等における危険度」（「間接的項目」）を判定し、記録簿（様式１－１）に記入する。直接的項目に

おいて確認する変状は、石垣構造上で重要度の高い変状である「孕み出し、欠落、落石、割れ、出水」

と「落書き等の毀損」の６種類とする。間接的項目において確認する事項は、石垣直近（直下）の利用

状況（歩道、車道、家屋、施設の有無等）とする。 

なお、「全石垣」から階段や側溝、腰留壁的な用途として構築された平成期の石垣を除いた石垣（２

３３箇所）を「主要石垣」とし、「主要石垣」の中で城内の重要な位置にあり比較的に面積規模が大き

く、顕著な劣化損傷や変状の発生が見られる石垣（４３箇所）を「重点看視石垣」とする。「主要石垣」

は追加で３回点検を行い、「重点看視石垣」については記録簿（様式１－２）にも記録する。 

また、特に安全面での危険度が高いと考えられる変状(割れ、隙間、孕み出し、傾斜)に対しては、発

生変状の「量」とその時系列での「変動」を捉えることが重要で、数量的な把握が必要である。これら

の変状については、５種類の計測器（ゲージⅠ型：割れ、ゲージⅡ型：隙間、ゲージⅢ・Ⅳ型：孕み出

し【Ⅳ型はⅢ型が設置不可能な場所に設置できるようにゲージを互い違いに設置しているもの】、傾斜

プレート）を利用した定点観測を実施し、記録簿（ゲージⅠ型については様式４、ゲージⅡ型につい

ては様式３、ゲージⅢ・Ⅳ型については様式２、傾斜プレートについては様式５）に記入する。 
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ゲージⅠ型       ゲージⅡ型   ゲージⅢ・Ⅳ型   傾斜プレート 

 

（２）評価方針 

外観目視については、「直接的項目」と「間接的項目」の合計点から石垣毎に「評価区分」（段階１～

５）を判定する。「評価区分」と記録簿の特記事項を考慮し、「判定区分」（対象壁面の総合的な安全性

（健全度）を示す３段階の指標【安全・経過要注意・警戒】）と、「対策区分」（対策措置の必要性を判

断する４段階の指標【健全・観察予防・早期措置・緊急措置】）を判定する。 

定点観測については、計測値に応じて「評価区分」（レベル１～５）を判定する。「評価区分」と記録

簿の特記事項や対象箇所の全体変状を考慮し、「判定区分」（対象壁面の総合的な安全性（健全度）を

示す３段階の指標【安全・観察要注意・警戒】）と、「対策区分」（対策措置の必要性を判断する４段階

の指標【健全・観察予防・早期措置・緊急措置】）を判定する。 

 

（３）外観目視による変状評価の方法 

①直接的項目の変状評価の方法 

「落書き等の毀損」以外の５項目の変状については、顕著な発生の有無を対象として「有:１点」

「無:０点」で評価する（「落書き等の毀損」については、写真撮影を行い記録簿の特記事項に記入

し、埋蔵文化財センターに報告する）。なお、各変状の発生範囲を対象として「広範囲：１点」「限

定的：０点」（限定的とは壁面積の 10%程度以下とする）で評価し、対象変状項目全てが該当する場

合は 7点(満点)とする。 

②間接的項目の変状評価の方法 

石垣と各利用施設との近接度(石垣壁高に応じて落石範囲の危険度を評価…最大２点)と石垣付

近の利用状況(交通量の多少、渋滞発生の有無、施設の重要度や利用者数から人的被害の影響を評

価…最大１点)を評価する。 

・近接度は、石垣面に対して垂直に交わる平面（隣辺）と斜辺の角度で設定し、「60°以上：２点、 

46°以上 60°未満：１点、45°以下:０点」とする。 

 ・利用状況は、人や車両の通行往来が有る場合は１点、無い場合は０点とする。 

③目視による石垣の変状評価の算出方法 

変状評価は、①②の合計点(10点満点)を算出し、かつ変状箇所を特記する。 

 

(４)外観目視による点検結果に基づく評価区分、判定区分及び対策区分 

①評価区分 

  評価点に基づき、下記の５段階の評価区分を設ける（評価区分の設定については、評価点だけで

なく特記事項も加味する）。 

  段階１～２＝評価点１～３点 

  段階２～４＝評価点３～７点 

  段階４～５＝評価点７～10点 
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②判定区分 

①に基づき、下記の判定区分を設ける（判定区分の設定については、段階だけでなく特記事項も

加味する）。 

  安全＝段階１～２ 

  経過要注意＝段階２～４ 

  警戒＝段階４～５ 

③対策区分 

  ①に基づき、下記の対策区分を設ける（対策区分の設定については、評価点だけでなく変状に関

する注記や特記事項を充分に考慮する）。 

(Ⅰ)健全 

Ａ１)「１～２点」:健全性を保持しており問題なし 

Ａ２)「２～３点」:特に異常はないが観察を継続 

(Ⅱ)観察予防 

Ｂ１)「３～５点」:注意箇所があり変状経過(進展拡大等)を観察 

Ｂ２)「５～７点」:重要注意箇所があり変状経過の観察を強化、必要に応じて補修 

(Ⅲ)早期措置 

Ｃ１)「７～８点」:緊急性はないが予防の観点から補修を実施 

Ｃ２)「８～９点」:危険性が高く速やかに補修を実施 

(Ⅳ)緊急措置 

Ｄ)「９～10点」:緊急性・危険性が極めて高く早急に補修を実施 

 

（５）定点観測の評価の方法 

①ゲージの計測方法 

ゲージの計測については I型からⅣ型まで共通して、ゲージを正面にした状態で縦軸を「Ｙ」軸

方向、横軸を「Ｘ」軸方向として数量値を計測、記録する。また、着目する変状の変動方向と平行

な軸方向を「着目(主)変状方向」とし、これに直角となる軸方向を「(従)変状方向」として設定す

る。 

なお、ゲージⅠ型については、平成 28年度までは発生変状の計測値を「ｍｍ単位止め」としてお

り、全て１mm以下の変状量では計測値としては「０」と読んでいた。しかし、計測値「０」の記録

データは「変状なし」と同義になり分析不能を意味するため、石垣の挙動把握の意図を達成し難い。

そのため平成 30年度より少数点以下１桁(0.1ｍｍ)単位で読み取ることとし、本ゲージ箇所におけ

る観測を細密化させ、変状変動の把握に努めている。 

②傾斜プレートの計測方法 

傾斜プレートについては、電子水平器を用いて観測を実施する。 

 

（６）定点観測による点検結果に基づく評価区分、判定区分及び対策区分 

①評価区分 

ゲージ（Ⅰ～Ⅳ型）と傾斜プレートについて以下の要領で５段階の評価区分を設定する。 

＜ゲージⅠ型＞ 

   初期値および計測時のクラックについて、幅とクラックの進展拡大について下記の５段階で
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評価する。 

・レベル１：１ｍｍ以下 

    ・レベル２：１～２ｍｍ（１ｍｍ程度を標準とする） 

    ・レベル３：２～３ｍｍ（２ｍｍ程度を標準とする） 

    ・レベル４：３～５ｍｍ（３ｍｍ程度を標準とする） 

    ・レベル５：５ｍｍ以上 

    なお、計測初期値に対し進展の著しい拡大(範囲、長さに変化)がある場合、評価レベルを１

上昇させる。 

＊クラック範囲の拡大について 

計測箇所から派生したクラック(直角方向クラック数等)を顕著に確認 

計測箇所以外に同等幅以上のクラックを確認 

＊クラック長さの進展について 

初期値に対し明らかに進展を確認(対象石の全長に対する比率増加) 

初期値 30％→50％に増加等(10％以上増加の場合を基本とする) 

＜ゲージⅡ型＞ 

初期条件によって計測基準値を設定する(積石間の不陸不整、隙間の大きさ等の現地状況に応

じて適宜基準値を読み取る)。これをもとに隙間の変動量（拡大もしくは縮小の絶対値）を計測

し、その傾向も踏まえて下記の５段階で評価する。 

・レベル１：３ｍｍ以下(２ｍｍ程度を標準に読み取り誤差を考慮して設定) 

・レベル２：３～５ｍｍ(４ｍｍ程度を標準)→５ｍｍ以内を目安とする 

・レベル３：５～７ｍｍ(６ｍｍ程度を標準)→５ｍｍ超えを対象とする 

・レベル４：７～10ｍｍ(８ｍｍ程度を標準) 

・レベル５：10ｍｍ以上 

＜ゲージⅢ・Ⅳ型＞ 

ゲージⅡ型と同様に初期値として計測基準値を設定する。これをもとに孕み出しの変動量を計

測し、その傾向も踏まえて下記の５段階で評価する。 

・レベル１：２ｍｍ以下(１ｍｍ程度を標準に読み取り誤差を考慮して設定) 

・レベル２：２～４ｍｍ(３ｍｍ程度を標準) 

・レベル３：４～６ｍｍ(５ｍｍ程度を標準)→５ｍｍ超えを目安 

・レベル４：６～10ｍｍ(８ｍｍ程度を標準) 

・レベル５：10ｍｍ以上 

＊基本的に積石間の相対変位を計測することになるが、孕み出しは壁面外側(面外)への変形とな

り隙間変動(面内の変形)よりも危険性の高い変状である(孕み出しに比べて隙間変動では積石

間の噛合い抵抗がより強く期待でき、外力に対しては壁面としての一体構造的な挙動をより期

待できるものと考えられる)。 

また、対象とする石に変動は少ないが、計測起点側の石が孕み出し、その結果相対的な差が

縮まるケースも想定される。計測箇所付近の全体的な変状も捉え記録したうえで、総合的な判

断により評価判定を行う。 
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＜傾斜プレート＞ 

  計測値と初期値の差の絶対値について下記の５段階で評価する。 

・レベル１：0.20°以下 

    ・レベル２：0.20°～0.30° 

    ・レベル３：0.30°～0.40° 

    ・レベル４：0.40°～0.50° 

    ・レベル５：0.50°以上 

②判定区分 

①と対象箇所の全体変状も考慮し、下記の判定区分を設ける。 

安全＝評価レベル１～２ 

   経過要注意＝評価レベル２～４ 

   警戒＝評価レベル４～５ 

③対策区分 

 ②に基づき、対象箇所の全体変状も考慮し、下記の対策区分を設ける。 

 (Ⅰ)健全 

Ａ１)「評価レベル１」：安定性を保持しており問題なし 

Ａ２)「評価レベル２」：特に大きな異常はないが計測を継続 

 (Ⅱ)観察予防 

Ｂ１)「評価レベル３」：注意すべき変状(傾斜拡大等)があり経過を詳細観察 

Ｂ２)「評価レベル４」：重大な注意すべき変状で経過観察を強化必要に応じて補修 

(Ⅲ)早期措置 

Ｃ１)「評価レベル４」：緊急性はないが予防の観点から補修を実施 

Ｃ２)「評価レベル５」：危険性が高く速やかに補修を実施 

 (Ⅳ)緊急措置【警戒】 

Ｅ）「評価レベル５」：緊急性危険性が極めて高く早急に補修を実施 

 

（７）一次点検記録様式 

①外観目視 

様式１－１：一次点検対象石垣記録表 

様式１－２：一次点検重点看視石垣記録簿、重点看視石垣写真帳 

②変位計測 

様式２：孕みゲージ・点検記録簿 

様式３：隙間ゲージ・点検記録簿 

様式４：割れゲージ・点検記録簿 

様式５：築石面傾斜調査・点検記録簿 

 

※一次点検では、原則として数値による評価を行うが、石垣の諸条件を鑑みる必要がある。そのた

め、評価区分の数値が同様であっても評価レベルが変わる場合がある。 

※対策区分は、文化財石垣に変状を加える可能性をもつ判断であるため、受託業者との十分な協議を

もって決定する。 
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４ 二次点検 

 

（１）概要 

 年次計画に基づき「詳細な点検の必要な箇所」として検討会議の承認を受けた区域について実施す

る。尚、一次点検結果から特に顕著な変状や危険度の高い変状が見られた場合は、検討会議の承認を

経て、年次計画とは異なる箇所を実施することがある。 

二次点検では、一次点検よりも限定した範囲を対象として、より詳細に着目変状の位置や規模、大

きさを把握すると共に、経験がある石積み技能者の近接目視による変状の観察、打音(タタキ)検査に

よる変状度合の調査を実施する。 

変状は一次点検をカバーできる項目として、「孕み出し、隙間、浮石、欠落、割れ、剥離、出水」の

７種類とする。顕著な変状発生箇所が確認できた場合、変状量把握のため必要に応じて新たに計測器

(ゲージ)の設置を行う。(次回の一次点検対象箇所として追加する。) 

 また、特に人的被害の危険性が高い「落石」につながる可能性がある「浮石」「剥離」に対して簡易

補修作業を行う。この補修作業は点検・調査の一環として対応できる軽微な補修を前提として、「除

去、叩締、残置、押込、据直」の方法で危険性の軽減を目的とする。 

 

（２）評価方針 

二次点検では、発生変状の内容・状況をより具体化し、対象石垣壁面の構造上の危険性を把握する

と共に、措置対策の要否や今後の維持管理レベルの検討に反映させることが目的となる。 

そのため、各変状別にその特性を踏まえた評価(点数付)を行い、これらを総括した壁面全体として

の変状評価(安全、要注意、警戒)や対策区分(健全、観察要望、早期措置、緊急措置)の判定を行う。 

尚、維持管理業務の中では詰め石を対象とした補修作業も行うため、特に落石の危険度の高い変状(浮

石、剥離)を適確に捉える必要があり、これを補修要否の判定に繋げるよう評価を行う。 

 

（３）評価項目 

①外観目視の評価項目:孕み出し、隙間、浮石、欠落、割れ、剥離、出水 

②定点観測の評価項目:孕み出し量、隙間量、割れ幅 

なお、石積様式の違いにより、発生変状の石垣安定性に及ぼす重要度や影響度が異なる。この

ため二次点検においては、対象壁面毎の石積様式から以下の２ケースに分けて変状評価を行う。 

・野面積石垣面:石垣構成上から隙間は常に確認でき、「異常」に繋がる変状としては間詰石の欠落箇

所である。従って詰石の欠落箇所と考えられる「隙間」のみ「欠落」として評価を行

う。 

・その他石垣面:切石、割石による布積みや乱積み石垣面では全ての変状を対象とし、評価を行う。 

 

（４）変状評価の方法 

①対象石垣面の区分（ブロック・エリア分割） 

発生した変状の記録を容易にするため、ブロック分割とエリア分割を行う。対象石垣の壁面１

ブロックを原則として全 9エリアに区分し、観察評価を行う。 
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エリアは高さ鉛直方向「上( U )～中( C )～下( L )」及び延長水平方向「右( R )～中央( C )

～左( L )」にそれぞれ分割される。各エリアには位置記号を付記し、該当エリア毎に発生変状を

記録する。 

なお、このようなブロック分割とエリア分割が難しい場合は、壁面状況の把握と、発生した変

状の記録を容易にする程度のブロック分割とエリア分割を適宜行う。 

 

ブロック・エリア分割の例 

 

②変状評価の詳細 

下記に該当する変状が無い場合は、評価(点)を「零(0点)」とする。 

a.孕み出し: 0～10点(各エリア別) 

孕み出しは、下記の基準で評価する。 

・位置:孕み出しピークの位置がエリア区分横列(U, C, L)のどこに発生しているか着目し、評

価する。 

⇒上段部( U ) 1点、下段部( L ) 2点、中段部( C ) 3点 

・発生数:エリア内の孕み出し箇所数(ピーク点数)を計上し評価する。 

⇒1箇所 1点、2箇所 2点、3箇所以上 3点 

・発生範囲:エリア内で、孕み出しが最も生じている箇所で、「石垣高さ」に対する「孕み出し

の長さ(高さ)」の比を百分率で算出し評価する。尚、エリア境界を越えて孕み出し

が生じている場合は、範囲全高さを対象とする。 

⇒10 %未満 1点、10～19 % 2点、20～29 % 3点、30 %以上 4点 

( 30 %程度で各エリアの全範囲相当になるためこれを危険分岐点とした) 

・発生量:既設ゲージによる計測(もしくは最大箇所の新設ゲージによる計測)の値を一次点検評

価に準じて評価する。  

b.隙間:0～9点 ※野面積みでは評価しない 

隙間は、当該築石間で相互に接点を持たない完全に分離した変状とする。これを一次点検で

は主にゲージⅡ型を用いて測定し評価している。大きな隙間を有する築石は、石垣を壁面構造

体として捉えたとき重大な不安定要因となりうる。二次点検では、築石と周辺築石との接触状

態を確認し、「築石間の明らかに異常な大きさの隙間」を検出し、下記の基準で評価する。 

・位置:特に評価しない。 

・発生範囲:発生箇所数と発生箇所における周辺石との接触面数を評価する。   

発生箇所数の評価⇒1～2箇所 1点、2～3箇所 2点、3箇所以上 3点 

周辺石との接触面数の評価(最大 3箇所を評価) 



8 

 

⇒上下左右のうち 3面 0点、上下左右のうち 2面 1点、下 1面のみ 2点 

※隙間両側石の接触面数の少ない方で評価する。 

・発生量:既設ゲージによる計測(もしくは最大箇所への新設ゲージによる計測) の値を一次点検

評価に準じて評価する。 

c.欠落(詰石):0～5点(各エリア別) 

欠落は築石間の隙間の大きさ、裏込め栗石の露出等から発生の有無を検出し、下記の基準で

評価する。 

・位置:特に評価しない。 

・発生範囲:大きさが顕著な欠落を対象として発生箇所数で評価する。 

⇒1～2箇所 1点、2～3箇所 2点、3～4箇所 3点、4～5箇所 4点、5箇所以上 5点 

※重複する箇所数の評価点については、その大きさや影響度を考慮して配点する。 

d.浮石(詰石):0～5点 

近接目視や打音(タタキ)検査により浮石の有無を検出し、「c.欠落(詰石)」と同様の基準で評

価する。 

e.割れ 

主たる変状は築石の割裂とし、「c.欠落(詰石)」と同様の基準で評価する。尚、端部での大き

な欠損がある場合はこれも評価する。また、亀裂も「割れ」として評価する。 

f.剥離:0～5点 

  近接目視や打音(タタキ)検査により剥離の有無を検出し、「c.欠落(詰石)」と同様の基準で評

価する。 

g.出水:0～8点 

出水は、その発生位置の有無および発生程度を対象として下記の基準で評価する。 

・発生の有無:有 1点、無 0点 

・位置:上段部(U) 1点、中段部(C) 2点、下段部(L) 3点 

・流出度合:滲み出し 1点、流出 2点  

・発生範囲:当該エリア内での発生箇所数で評価 

⇒ 1～2箇所 1点、3箇所 2点、4箇所以上 3点 

 

（５）判定区分・対策区分の設定 

①エリアの評価区分・判定区分・対策区分の設定 

評価点と特記事項に基づき、「評価区分」「判定区分」「対策区分」を設定する(表－1)。尚、特

記事項等の内容を参考にするため、同一の評価点であっても異なる判定区分になることがある。 
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表-1 エリアの評価区分・判定区分・対策区分の設定 

 

評価点 評価区分 判定区分 対策区分 対策区分  

0～18（野面積 0～16） 1,2 安全 健全 Ａ１ 健全（安定）性を保持し問題なし 

Ａ２ 特に異常ないが観察計測を継続 

19～35（野面積 17～29） 2～4 要注意 観察予防 Ｂ１ 注意箇所あり変状経過を詳細観察 

Ｂ２ 重大注意、変状観察を強化 

36～47（野面積 30～38） 4,5 警戒 早期措置 Ｃ１ 緊急性少だが予防観点から補修 

Ｃ２ 危険性少だが速やかに補修 

緊急措置 Ｄ 緊急性・危険性大で早急に補修 

 

②ブロックの判定区分・対策区分の設定 

   各エリアの判定区分を集計し、ブロックの判定区分を設定する(表－２)。ブロックの判定区分

に基づいて、ブロックの対策区分を設定する(表－３)。なお対策区分のＣ１・Ｃ２・Ｅでは、補

修工や緊急の対策施工が必要となるが、施工法については、甲府城への適用性を踏まえ検討協議

を行う。 

表－２ ブロックの判定区分 

 ブロックの判定区分 

エリアの判定区分の割合 安全 要注意 警戒 

安全の割合 80％以上 50％以下 20％以下 

要注意の割合 20％以下 40％以上 60％以上 

警戒の割合 0％ 10％以下 20％以上 

 

表－３ ブロックの対策区分 

判定区分 対策区分 対策区分  

安全 健全 Ａ１ 健全（安定）性を保持し問題なし 

Ａ２ 特に異常ないが観察計測を継続 

要注意 観察予防 Ｂ１ 注意箇所あり変状経過を詳細観察 

Ｂ２ 重大注意、変状観察を強化 

警戒 早期措置 Ｃ１ 緊急性少だが予防観点から補修 

Ｃ２ 危険性少だが速やかに補修 

緊急措置 Ｄ 緊急性・危険性大で早急に補修 

 

  なお、ブロック内のエリアの判定区分の集計結果に分散傾向がある場合は、下記の(Ⅰ)～(Ⅲ)

に基づいて、ブロックの「判定区分」「対策区分」を設定する。 

(Ⅰ)「警戒」の区分の判定を優先する 

(Ⅱ)エリア内の「要注意」区分の状況と「安全」区分の状況とを対比し、より厳しい(安全側)判定

区分を選定する 

(Ⅲ)これらの評価点の他に、変状に関する注記や特記事項を十分に考慮する 
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例)ブロックの判定区分の算出例 

安全: 5箇所、注意: 2箇所、警戒: 2箇所  

⇒・安全 5箇所は「要注意」に区分 

・注意 2箇所は「安全」に区分 

・危険 2箇所は「警戒」に区分 

⇒「警戒」判定を優先する。 

 

※二次点検では、原則として数値による評価を行うが、石垣の諸条件を鑑みる必要がある。そのた

め、評価区分の数値が同様であっても評価レベルが変わる場合がある。 

※最終的な対策区分については、文化財石垣に変状を加える可能性がある判断であるため、受託業者

との十分な協議をもって決定する。 

 

（６）補修作業 

二次点検結果から、特に人的被害に繋がる危険性の高い「落石」につながるおそれがある「浮

石、剥離」の２種類に対して補修作業を行う。 

補修作業は、石垣改修工事とは異なり、点検調査の一環として対応できる範囲の軽微な作業を

前提とし、「除去、叩締、残置、押込み、据直」のような方法の中で適宜対応することで、危険性

の軽減を図ることを目的としている。このため以下の変状は対象外とする。 

・孕み出し、隙間：基本的に積み直す必要があり規模が大きい。 

・欠落、落石：新材の導入などの必要があり規模も大きい。 

・割れ（亀裂・割裂）：新材の導入やボンド、アンカーによる連結が必要で規模が大きい。 

・出水：裏込め、盛土の対応が必要になり規模が大きい。 

①補修作業時の留意点 

二次点検時の留意点と同様に実施する。本業務は石材の重量により制約を受けるため、適切な

作業方法を選択する。作業の際は、安全管理面から、上下作業にならないよう注意する。また、

点検開始前に通行者や園路利用者の影響を確認するとともに、落石防護柵や園路木柵への養生を

行う。 

②対象石垣面の区分（ブロック・エリア分割） 

補修作業においても二次点検と同様に、補修作業実施の既済確認や作業記録、写真管理等を容

易にするためブロック分割とエリア分割を行う。なお、補修作業においては、基本的に二次点検

で把握した変状の「種類」「数」「位置」を基に補修作業を実施するため二次点検のブロック割り

及びエリア分けを踏襲する。 

③補修方法の識別と記録 

補修作業は変状識別表（表－４）の色マーキングの指示の通りに行う。作業終了後に補修の完

了を確認のうえ、補修箇所を記録する。 
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表－４ 変状識別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④作業方法 

作業に当たっては、それぞれの変状毎に下記の点に留意し、実施する。尚、変状の識別のため

に使用した色テープは、補修作業が完了したものから外すことにより、作業実施の既済確認とす

る。除去した石材については、指定の場所に運搬する。 

a.浮石で除去可能なもの：赤色 

除去しても周囲に影響がしないことを確認したうえで、除去する。比較的小さい（拳サイ

ズ）の石材においては、適宜、周囲の詰石として再利用する。また、一箇所に集中している場

合は、除去する事により隙間を生むことが無いよう留意する。 

b.浮石の叩き締め可能なもの：橙色 

対象の石材を接頭による打撃で叩き締める。なお、叩き締めることで周囲の詰石が浮いてし

まうことが無いよう留意する。対象の石材が劣化し脆くなっている場合には当て木やゴムハン

マーを使用して打撃する。 

c.浮石の存置するもの：桃色 

浮いてはいるものの比較的安定しており、容易に叩き締めることが出来ないものについて本

補修作業では補修できないため存置する。また、一箇所に集中している場合は、一つの石材が

落石すると周囲まで不安定になることが無いよう留意する。 

d.剥離の除去可能なもの：青色 

除去しても周囲に影響がしないことを確認したうえで、除去する。剥離の状態が小さく除去

する石材においても、適宜周囲の詰石として再利用する。 

e.剥離の存置するもの：空色 

剥離しているが、他の石材に影響し、容易に除去することが出来ないものについては本業務

では補修できないため存置する。  

 ⑤片づけ、完了 

園路木柵への養生や落石防護柵を撤去する。使用済みガムテープを現場に残すことのないよう

見回り確認を行う。 

 

（７）二次点検記録様式 

様式６：二次点検記録簿 

様式７：二次点検結果一覧表 

様式８：補修点検記録簿 

変状 対応

-

除去

孕み -

浮石

除去

叩締

存置

-

黄色

桃色

橙色

赤色

白色

青色

緑色

配色

欠落

割れ

出水

剥離

- 銀色

存置 空色


